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特別委員会の質問状（10月30日）に対し、11月2日付で北川町長より回答がありました。質問と回答（抜粋）は次の通りです。
上記質問状では、「チラシの通り、1人2冊まで」と「1人1回2冊」と行政内部で認識が分かれていることが問題となったことに触れ、次のように述べています。
――これは、行政内部で町民への広報とは異なるルールを認識していたことになります。現に、ある町民が、「1人2冊ですか」と尋ねた場合は「そうです。2冊までです。」と答え、ある町民には、「2冊以上必要なら、並び直して下さい」と担当職員が指示している事例などが報告されています。「1回2冊」となれば、回数の制限は設定されていないことから、大量購入が可能となります。
まさに町民に対してペテン的な方法で販売していたことになり、許すことはできません。
さらに、販売記録も記帳されず、何人の町民に施策が行き渡ったのかも不明で、事業効果の検証も不可能となります。特別委員会では、ずさんな行政姿勢が批判されています。
これらが重なって、町長、正副議長などが「1人2冊まで」の限度をこえて、60万円、100万円など大量に買ったとの疑惑の根拠となった可能性が高いと考えられます。――として次の事項に対して見解を求めました。
記
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１、チラシには「お一人様2冊まで」とあるものを「1人1回2冊」としたことで、町民に不公平をもたらした経緯の釈明を求めます。
【回答】なし

２、チラシとは異なる「1回2冊」に変更することの報告を受けましたか。
【回答】（前文略）それぞれの認識を持って販売したことが判明し、職員間で周知徹底していなかったことの報告を受けました。
３、貴職が行政のトップでありながら、当事業の恩恵を受けることになる「大量購入」疑惑の対象に上がっています。真実を語ってください。
【回答】家族全員が並んで家族分を購入いたしました。

◇　　　◇　　　◇
第5回特別委員会（11月4日）では、なぜこのような事態が起きたのか、役場内検証を求めるなど確認し、同6日「要請書」を提出。回答期限は今月24日15時です。要請事項のみを紹介します。
記
１　第5回当特別委員会（11月4日）で示した「委員長からの質疑」（別紙）への回答を含め、なぜ、このような事態を招き、町民に不信と不公平をもたらしたのか、原因と責任を自ら解明し、公表すること。
貴職からの回答（11月2日）で述べている「職員間で周知徹底できていなかった」ことがなぜ起きていたのか、町長としての解明と反省が必要です。
２、行政内部に当事業にかかわる「検証委員会」を設置し、その検証結果を公表すること。
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☆11月25日（水）9:00開会


☆役場2階会議室にて


前回の確認に基づき事業が公平・公正に運営されたのか、今後生かすべき教訓は何かなど、そして自身に関わる疑惑解明のため、北川町長の出席を求めています。


建部議長に関しても、町制60周年記念式典での「あいさつ」や8日付「たてべ孝夫町政・議会報告」での「・・・プレミアム商品券を2冊以上購入しました。・・・」とルールから外れた購入を議長自ら実行したことの真相を公式・公開の場で語り、説明責任を果たすべきではないでしょうか。


　丸山恵二副議長の場合も議員控え室で話したとされることと特別委員会での自主申告との矛盾が解明されていません。





「税金で報酬もろてるもんが、役得なんて許せん！こんなことしてたら、ますます甲良町の人口が減ってしまう」「議長の議会報告読んだが、何冊買ったのか、職員から連絡を受けたのか、ほんまの事を書くべきや」・・・など多くの町民から、きびしい意見が寄せられています。


　日本共産党は、特別委員会で確認した目的を達成するために役割を果たすとともに、あたり前で、公平・公正な町政運営へ、「住んで良かったと心から言える町を、みなさんとごいっしょに」との立場で尽力する決意です。
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マイナンバー制度


「個人番号カード」申請


法的義務はありません！


　去る11月18日、党議員団（西澤、丸山光雄）と松元たけし（党町政対策委員長）さんは、マイナンバー制度「個人番号カード」の申請に関して要請しました。同要請書では、ネット社会で個人情報流出・漏えい事件が相次いで起きている現状を指摘し、安倍内閣が強行したものであると批判。そのうえで、同制度が個人情報の漏えいの危険が大変高いものであること、「義務」ではなく「任意」であることを町民に周知することを求めています。


　対応した住民課長は、21日から始まる字ごとの「カード申請支援」事務は一部延期し、法的に「義務」でないことをお知らせすることにした、と回答しました。


　これは、ピンク色の「カード申請支援」を各字公民館で対応するチラシを見た町民から「このチラシでは義務のように思ってしまう」との訴えに応え、党議員団で取り組みました。





◆近所で野焼きが頻繁で、天気が良いのに洗濯物を室内に干したり、毛布も干せない。煙が室内に入ると臭いで気分が悪くなったりしています。以前、役場に苦情を申し入れたが、農作業で行う野焼きは条例により認められているということで何も対策してもらえませんでした。一年に一回程度、区長名で野焼きをやめるよう回覧がありますが、大して効果はありません。近所付き合いもあるので中々苦情も言いにくく困っています。（男性40代）


◆尼子駅南側の空き地が雑草地帯となっている。蔓も道路まではみ出していて甲良町の玄関口として景観悪い。対処願いたい（詳しい地図付き・60歳代）➡担当課に要請し数日で除草された。


◆左右確認しづらく事故が起きそうです木が多すぎる。甲良町はアホですか（町道の地図付き・男性30歳代）➡要請後に改善された。








安倍政権、自民党・公明党の政治、国民無視の暴走が、住民のくらしを破壊している最大の原因となっています。「とにかく戦争だけは絶対ダメ」の声を無視した戦争法（安保法制）の強行、米軍新基地の押しつけ、消費税の引き上げ、年金の切り下げ・・・、国民の命とくらしを踏みつけにして、独裁政治の様相を強めています。平和とくらしを守るたたかいをすすめる日本共産党の役割が国政でも町政でも重要になっています。








